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中国商標出願プランのご紹介 
 

※すべてのプランにおいて庁費用込々となっております。登録時庁費用もありません。 

※すべてのプランにおいて通信費、送金費、登録証送付料などの諸費用込々となっております。雑費の追加請求はありません。 

※ダイレクトプラン、スタンダートプラン、プレミアムプラン１+１は、出願時の一度のお支払いのみで、登録証送付まで追加費用

なしで対応します。 

※ミニマムプランは、登録査定時の成功報酬をご理解いただくことで、出願時の費用を最小限に抑えることができます。 

※すべてのプランにおいて、拒絶査定時は「次の一手」、次どうするべきかを追加費用なしでアドバイスいたします。 

※すべてのプランにおいて、国内送金だけでよく、面倒で高い手数料がかかる海外送金は必要ありません。 

 

① 中国商標出願 DIRECT PLAN（ダイレクトプラン） 

・本プランは、出願前の予備調査を行わずに、ダイレクトに出願手続きを実行するプランです。 

・ご依頼いただいた後、最速で出願日を確保できるように努めるものです。 

（必要書類を受領して着手可能となった後、原則当日または翌日には出願可能） 

費用 出願時 60,000 円／区分 

 

② 中国商標出願 MINIMUM PLAN（ミニマムプラン） 

・本プランは、出願時に発生する費用を最小限（MINIMUM）に抑え、登録査定された場合に審査結果に応じて

成功報酬をお支払いいただくプランです。出願前の商標調査は、「中国でまったく同一の商標がすでに登録され

ているか」という必要最小限の調査のみ行います（ミニマム調査）。 

どうしてミニマム調査なのか？ 

⇒中国では年間 800～900 万件の商標出願がされ、一日でも早い出願日の確保が重要。 

⇒出願準備段階にかかる日数も費用も、多くは商標調査によって発生している。 

⇒商標調査を行った場合でも、デーベースの膨大さや性能の限界ゆえに、調査精度に限度がかなりある。 

⇒中国商標実務では審査官の判断に委ねられる範囲が広く、審査結果の予測が思うようにならない。 

⇒審査結果が出るまでの期間がどんどん短くなる傾向にある（現状 5 カ月程度）。 

 最小限の調査（中国でまったく同一の商標がすでに登録されているか）を行った上、速やかに出願提出まで実

行し、お客様と一緒に審査結果を待ちます。出願時の費用を最小限に抑え、登録査定がされた場合のみ成功報酬

を加算する仕組みです。 

費用 出願時 50,000 円／区分 + 登録査定時 50,000 円／区分 

（審査結果が一部拒絶・一部査定の場合、それを考慮し登録査定時の費用を適宜減額します） 
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③ 中国商標出願 STANDARD PLAN（スタンダードプラン） 

商標調査を行った上で、出願準備を行うスタンダートなプランです。 

調査、出願、経過報告、各種通知書送付、証書送付（登録時のみ）まで含めたプランです。 

費用の支払いは一度のみで、登録査定の場合は商標証の送付まで追加費用なしで対応します。 

費用 出願時 80,000 円／区分 

 

④ 中国商標出願 ＰＲＥＭＩＵＭ 1＋1（プレミアム１＋１プラン） 

お客様が複数の出願候補を持っている場合、それらをすべてご提供いただき（目安５つ程度の案まで）、 

商標調査した上、それぞれの商標登録可能性についてアドバイスします。 

商標審査の結果、拒絶査定となった場合、追加費用なしで再度出願することが可能です（商標変更可）。 

費用 出願時 120,000 円／区分 

 

費用オプションなどについて 

※上記費用に各区分 10 個までの指定商品／役務が含まれます。10 個を超える場合は、１個につき 2,000 円の追加費用が加算され

ます。 

※同時に複数区分ご依頼される場合は、2 区分目より 10％割引が適用されます。 

※パリ優先権の使用をご要望の場合、優先権基本費 1 万円／件、優先権引用費 1 万円／区分、優先権翻訳費 1 万円／区分が加算さ

れます（例えば、2 区分同時出願の場合は、１+2+2＝5 万円）。上記費用で、弊所にて、日本特許庁からの優先権証明書の取り寄せ、

優先権証明の翻訳、現地送付まで一貫で行います。 

※初回ご利用のお客様のみ、身分証明（登記簿謄本またはパスポート）の翻訳作成費用 1 万円があります。次回以後は援用のため、

再度お支払いいただく必要はありません。 

※中国商標実務において、一出願多区分は制度上存在しますが、しかし実務において数々な場面で不利な扱いとなる恐れがあり、

且つ一件の一出願多区分と複数件の一出願一区分は費用に差がないため、弊所では、お客様から特別なご要望がない限り、原則複

数件の一出願一区分として出願します。特別なご要望がある場合は、依頼時にご教示ください。 

※上記費用すべてに消費税が別途加算されます。 

 

ご用命は、出願人様の名称又は氏名／ご住所を日本語でご記入の上、support@china-ip.biz までご連絡ください。 

中国商標出願資料準備のご案内と、出願情報収集用データシートを差し上げます。 

 

                                           以  上 

 


